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両毛地域における市町村合併に関する考察
－県境を越えての市町村合併について－
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はじめに

市町村合併の推進については、全国的に論議されている地方自治のあり方等に関連する共通の問

題だけではなく、各々の地域に固有の問題や特殊な事情が存在する。

本論文は、両毛地域における合併について論じるものである。両毛地域の特性は、栃木県及び群

馬県にわたって生活圏が構成されていることであり、地域の発展のためには、県という枠組みを越

えての行政の連携がより一層必要になってくるとの認識が生じつつある。すなわち、究極的な市町

村の連携として、県を越えた市町村合併の実現について課題提起されているのである。両毛地域が

内包している以上のような特性を地域固有の合併問題として捉え、本論文でアプローチを試みるも

のである。

� 両毛地域における合併への取組み状況

両毛地域は、群馬県と栃木県との県境部にまたがる地域である。共通の風土が形成され、また、

生活圏域、経済活動圏域の一体化が進展している。

両毛地域��市町村

� 栃木県��市�町�

足利市、佐野市、田沼町、葛生町
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� 群馬県��市��町�村�

桐生市、太田市、館林市、勢多郡東村、黒保根町、新里村、尾島町、新田町、藪塚本町、

笠懸町、大間々町、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町

現状での両毛地域における合併は、主として�市がそれぞれの核となって進展しつつある�平成

��年��月現在�。両毛地域の栃木県側においては、足利市は当面は単独市としての考えがなされ､

佐野市、田沼町及び葛生町は平成��年�月末の合併を予定している。群馬県側においては、桐生

市、太田市を中心とした「東毛地域合併協議会」が休止となり、今後は、桐生市または太田市を中

心とした新市を目指し、その後に新市の合併によって中核市を実現する二段階での合併を目指すこ

ととしている。館林市周辺においては邑楽郡を中心とした枠組みでの合併が検討されている。

� 足利市周辺における越県合併の事例

昭和の大合併は、昭和��年の「町村合併促進法」の施行から、時限立法である同法を引き継い

だ「新市町村建設促進法」の失効	昭和
�年�までの時期に、全国的かつ大規模に行われた。合併の

促進に際しては強制的な側面があった。そのため、地域によっては合併問題をめぐって軋轢や紛争

が生じ、市町村合併に対する批判や拒否感が現在においても残存することとなった。

昭和の大合併の結果、足利郡内にあった全ての町村は昭和
�年までに全て消滅し、大部分は足

利市に吸収合併されて現在に至っている。この時期における合併の特色としては、郡や県の枠組み

を越えた合併が行われた点が挙げられる。三つの事例があり、越県合併となった足利郡菱村の群馬

県桐生市への合併事例、一つの村を二分し、なおかつ県境を越えての合併となった群馬県山田郡矢

場川村の足利市への分村越県合併の事例、隣接する佐野市への越郡合併の事例がある。

このうち越県合併となった�件の事例について、越県合併の実現に向けての住民及び行政の動向

について着目し、比較及び考察を行った。

住民の動向としては、菱村では住民の世論の大勢は越県合併に終始賛成の立場で大きな対立は見

られなかった。矢場川村では、足利合併派と県内合併派に二分された。住民間の意思の統一は最後

まで図られることはなく、村を二分して越県合併をすることとなった。

村、市の動向については、菱村及び桐生市は、協同して栃木�群馬両県と国に対し陳情や合併申

請を行い、越県合併の実現を目指した。一方、矢場川村では村議会が足利市への合併賛成派と反対

派とに分かれた。反対派である村議と村長に対する解職請求がなされ、その後の補欠選挙と任期満

了に伴う村議選ではいずれも足利合併派が多数となった。しかしながら、議会において足利市への

合併が合意に達するまでには至らず、村議会での意思の分裂が分村合併へとつながっていった。

国及び県の動向であるが、いずれの事例においても最終的には法律に基づき、国による裁決を経

ることとなった。なお、両県ではこの二つの合併問題に対し認識の相違があり、栃木県では二つの
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村の同時交換合併を主張し、群馬県では個々に検討すべき問題と捉えていた。

菱村と矢場川村の合併に共通する争点は越県合併であったが、前者は住民の意思が越県合併の推

進で統一されていたのに対し、後者では、意思の統一が図れなかったことから分村という結果に至っ

た。また、県においては、栃木県及び群馬県双方の利害が錯綜し双方の駆け引きがあったことが認

められた。昭和の大合併における越県合併の実現までの過程には、それぞれの立場に対立を生じさ

せる要素もあったが、その対立には強制力をもって対処することとなった。

� 両毛地域における市町村合併に関するアンケート調査

両毛地域における市町村合併に関しては、地域の重要な課題として今後の方向性についての検討

を行うことが望まれる。その検討過程において地域の代表者である議員の意識を把握することが不

可欠であると考えた。

すなわち、我が国の地方自治制度では二元的代表制の下で地域の政策が決定されるが、市町村合

併の是非についても地域住民の代表である議会が世論形成や意思決定に関与していく必要があると

考える。そこで、両毛�市の市議会議員����名�の市町村合併についての意見を把握することを

目的として「両毛地域における市町村合併問題に関するアンケート」を行った。この結果について

以下のとおり考察した。

�調査期間�平成��年�月��日��月	日、回収率�
�����

��� 市町村合併と地方分権

両毛�市の議員は、合併協議会が現に設置されているか否かに関わらず、合併問題への取り組み

について議員として強い意識があるといえる。また、地方分権の推進についても全体の約�割が推

進すべきであると考えている。

議会での議決を通じて自治体における政策形成過程に最終的に関与する地方議員においては、市

町村合併問題に対する意識と地方分権の推進に対する意識はそれぞれ高くなっており、地域におけ

る重要な課題として捉えているといえる。

��� 両毛地域の合併の枠組み

各市の状況に応じてそれぞれ個別にアンケート結果を考察したが、両毛�市全体の回答では、栃

木�群馬両県に及ぶ両毛広域都市圏での枠組みを目指すべきであるとしたものの割合が、最も高く

過半数を占めており、将来的な合併の方向性としては越県合併をも視野に入れているものと考えら

れる。

また、合併に対する立場については、自分達の市が中心となって他の市町村に対して積極的かつ

主体的に合併を働きかけていくべきであると考えている市が多数であった。
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以上の結果から、両毛地域における合併機運がさらに高まっていくならば、合併の実現に向けて

より具体的な政策を打ち出す段階へと進展していくことにもなるであろう。

��� 合併後の両毛地域の将来像

両毛地域の一体化によって政令指定都市の実現を目指し、また、行政規模を拡大することによっ

て、経費削減、行政の効率化を進めるべきであるとの意見が高い割合を示した。また、合併しても

旧市町村内のそれぞれの特色を生かしたまちづくりを進めるべきであるとする意見も多かった。

合併後の新市での個別の重点施策についても、それぞれの議員が問題意識を持って政策を考えて

いるようである。

��� 越県合併の実現

越県合併の実現には関係県議会でそれぞれの議決が必要となるが、住民に直結している地元の市

長と市議会とが主導して県議会に折衝していくべきであるとの回答が多かった。

越県合併は、現行の都道府県制の下で県同士が合併することによって実現するのか、あるいは、

道州制の導入という新しい地方制度の下で実現するのかという想定では、道州制の下での越県合併

を望む意見が多数を占めた。

��� 市町村合併における合意形成過程

市町村合併を推進するためには、行政から住民に向けて合併に関するより多くの情報を提供し、

その情報を基礎として行政と市民とが合併について議論し、また、市民の意識調査を行う等によっ

て行政と住民の間で相互の意見を調整するといった過程を経て合併についての住民の意識を形成し

ていくことが望まれる。

両毛�市の議員は、合併問題の意思形成過程における住民投票を、議会制度を補完するものとし

て位置づけているようである。すなわち、代表民主制の範囲の中での住民投票制度であれば許容で

きると判断していると考えられる。

地域住民から合併協議会設置の請求があった場合は、速やかに設置を議決するとの意見と、議会

内で十分検討して判断するとの意見が拮抗した。

市町村合併による議員定数及び在任特例については、新設合併及び編入合併双方で特例の適用を

望む議員が多く、特に在任特例の適用を望む議員が多数となった。これは、在任特例の適用により

合併後にも引き続き議員としての身分を保持し、合併後の自治体の予算や決算、新市建設計画の運

営について合併を成立させた議員自らが関与することを望んでいるためと考えられる。
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� 越県合併に関する考察

��� 越県合併に関する法的手続き

越県合併を実現させるためには、所定の法的手続きを経なければならない。一般的な自治体の区

域の変更には、地方自治法第�条における都道府県の廃置分合及び境界変更または第�条における

市町村の廃置分合及び境界変更の規定が適用されることとなる。

都道府県の境界にわたって市町村の編入合併が行われる場合には、同法第�条第�項の規定が適

用され、同時に同法第�条第�項の適用を受けることとなる。

一方、都道府県の境界にわたって新設合併が行われる場合には、さらに都道府県の境界変更とし

て同法第�条第�項の適用を受け、特別の法律の制定が必要となる。

��� 現在の越県合併に関する事例

平成の市町村合併においても越県合併が行われようとしている地域がある。

まず、岐阜県中津川市及び長野県山口村であるが、昭和の大合併においては合併をめぐる対立が

生じたが、平成の大合併においては越県合併の実現可能性が最も高い地域となっており、他の地域

にとってモデルケースとなることから、今後の経過が注目されている。

なお、埼玉県幸手市及び茨城県五霞町であるが、法定協議会は設置されたが、幸手市側において

住民の意思と市長の意思とに相違があり、市長の解職請求と選挙の結果、越県合併反対派の市長が

当選した。この結果、越県合併は不可能となった。合併に対する信念を持った首長の下であっても､

住民の合意が得られなければ合併の実現は不可能であることを示す事例となった。

��� 両毛地域における越県合併の意義及び今後の地域のあり方

栃木県及び群馬県の境界地域である両毛地域は、国土軸における重要な位置にあり、自立性の強

い地方中核都市群が形成されている。従って、他地域との連携も考慮しながら地域の発展の方向性

を考える必要があるものと思われる。

都市構造は、閉鎖�階層ネットワーク型から開放�水平ネットワーク型へと転換しつつあり、ま

た、都市の内部では分都市化も進んでいく。このような状況の下で、両毛地域は従来の県という枠

にとらわれない開放�水平ネットワーク型の都市を形成しうる可能性がある。すなわち、県境を越

えての市町村合併によって、実質的にも形式的にも自立した多核心型都市を形成することができる

ものと考えられる。

両毛地域の市町村の一体化は、現行の都市制度で最も自己完結性の高い政令指定都市の実現につ

ながり、それによるメリットの享受が期待できる。その一方で住民自治の強化も図らねばならない

が、地域自治組織の制度化によって都市内分権を図ることができるものと思われる。



�����

須 長 敏 明

両毛地域を政令指定都市として一体化させるためには、現状では越県合併が必要となる。しかし

ながら、現行の制度では複雑な法的手続きを要し、両毛��市町村による大規模な越県合併の実現

は困難なものと言わざるを得ない。

現在論議されている地方制度改革案に基づいて越県合併の実現について考えてみた場合、二つの

方向性を示すことができる。一つは、現行の都道府県制を維持した上での地方自治法の改正か新法

の制定による越県合併の手続きの簡素化である。もう一つは広域自治体のあり方に関わることであ

るが、都道府県合併の下での新市の設置、さらに踏み込んで道州制の下での新市の設置を図ること

である。このような地方制度の抜本的な改革の可能性も視野に入れながら、両毛地域における自立

した都市の形成について今後とも検討していくことが望まれる。

市町村合併問題の本質は、自分たちの住む地域を将来どのようなものにしたいのか、ということ

である。地域の将来像について、住民を交えて大いに議論すべきである。望ましい都市づくりのた

めには市町村合併が果たして必要であるのか否か論点を整理し、地域としての方向性を導き出して

いくことが、地域の政策形成に携わる地方議員に求められていると考える。

おわりに

両毛地域では過去の合併において越県合併という稀な経験をしたが、地域内の市町村間の結びつ

きはさらに密接なものとなっている。それだけではなく、両毛地域の外部においても社会のネット

ワークは拡大している。現実の地域住民の生活は、自治体の枠を越えて成り立っているといえる。

そのような状況で、両毛地域を他の都市圏に劣らない魅力ある地域にしていくためには、住民と

行政が協同して地域のあり方を考えていくことが望ましい。越県合併の実現までの過程には、殊に

地方議会の関与が不可欠であると考え、地域住民の代表である地方議会に期待をするものである。
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